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(57)【要約】
【課題】簡易な構造で断熱性及び強度の高い複合サッシ
の枠体を提供する。
【解決手段】上下枠及び左右の縦枠を枠組みしてなると
共に、各枠は金属枠の室内側露出部分を樹脂枠にて覆っ
てなり、内部に内外障子２、３を引き違い状に納め、上
枠１０を構成する金属枠１１は外障子を案内する外レー
ル１３を有し、上枠１０を構成する樹脂枠１２は、金属
枠１１の内周面及び外レール１３の室内面を覆う一体形
成された部材からなると共に、内障子２を案内する内レ
ール１２ｃを有し、内レール１２ｃはレール空間部１２
ｄを備え、内レール１２ｃのレール空間部１２ｄには補
強金属材１４が設けられ、補強金属材１４はレール空間
部１２ｄ内に配置される補強部１４ａと、樹脂枠１２の
うち金属枠１１の表面に当接する当接面部１２ｇに対し
て当接し、当接面部１２ｇと共に金属枠１１に対してネ
ジ止め固定される固定部１４ｂとを有してなる。
【選択図】図３
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【特許請求の範囲】
【請求項１】
　上下枠及び左右の縦枠を枠組みしてなると共に、各枠は金属枠の室内側露出部分を樹脂
枠にて覆ってなり、内部に内外障子を引き違い状に納める複合サッシの枠体において、
　前記上枠を構成する金属枠は前記外障子を案内する外レールを有し、前記上枠を構成す
る樹脂枠は、前記金属枠の内周面及び外レールの室内面を覆う一体形成された部材からな
ると共に、前記内障子を案内する内レールを有し、該内レールはレール空間部を備え、
　前記内レールのレール空間部には補強金属材が設けられ、該補強金属材は前記レール空
間部内に配置される補強部と、前記樹脂枠のうち前記金属枠の表面に当接する当接面部に
対して当接し、前記当接面部と共に前記金属枠に対してネジ止め固定される固定部とを有
してなることを特徴とする複合サッシの枠体。
【請求項２】
　前記樹脂枠は前記レール空間部と連続する連続空間部と、該連続空間部と隔壁を介して
隣接する枠空間部を備えてなることを特徴とする請求項１記載の複合サッシの枠体。
【請求項３】
　前記当接面部は前記連続空間部を形成する壁部を構成することを特徴とする請求項２記
載の複合サッシの枠体。
【請求項４】
　前記当接面部は前記金属枠の内周面に対して当接し、前記当接面部に対して当接する前
記補強金属材の固定部は前記補強部に対して直交することを特徴とする請求項１～３のい
ずれか１項に記載の複合サッシの枠体。
【請求項５】
　前記補強金属材の補強部は前記レール空間部の幅より薄い板状に形成されると共に、長
手方向に沿う突起状のリブを備えることを特徴とする請求項１～４のいずれか１項に記載
の複合サッシの枠体。
【請求項６】
　前記補強金属材の補強部は前記レール空間部を構成する内レールの室外壁に当接し、前
記リブの先端部は前記レール空間部を構成する内レールの室内壁に当接または近接するこ
とを特徴とする請求項５記載の複合サッシの枠体。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は建物躯体の開口部に取付けられ引き違い状の障子を納める複合サッシの枠体に
関し、特に金属枠の室内側に樹脂枠を配設してなる複合サッシの枠体に関する。
【背景技術】
【０００２】
　従来、建物躯体の開口部に設けられるサッシについて、金属材から構成される金属枠の
室内側に樹脂材から構成される樹脂枠を配設してなる複合枠体を用いることがある。複合
枠体を用いることにより、サッシの断熱性を高め、また室内側の意匠性も高めることがで
きる。
【０００３】
　サッシの中でも、枠体内に内外障子を引き違い状に納めてなる引き違いサッシにおいて
は、上下枠にそれぞれ内障子を案内する内レールと外障子を案内する外レールとが形成さ
れている。このうち、複合枠体における上枠は、下枠と縦枠と同様に金属材の室内側露出
部分を樹脂材にて被覆して構成される。
【０００４】
　樹脂枠には、金属製の補強材が設けられ、枠体の強度を向上させるようにしている。特
に、上枠において樹脂枠により構成される内レールの強度を大きくするため、内レールの
内部に補強金属材を設け、この補強金属材を金属枠あるいは建物駆体に対して固定する構
造が知られている。内レールに補強金属材を有した複合サッシの枠体としては、例えば特
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許文献１に挙げるようなものがある。
【先行技術文献】
【特許文献】
【０００５】
【特許文献１】特開２００４－３６０３２１号公報
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００６】
　しかし、従来の複合サッシの枠体では、補強金属材を金属枠に当接させ、ネジ止め固定
するようにしていたため、補強金属材が断熱されておらず、内レールの断熱性が低くなる
という問題があった。これに対し、樹脂枠を分割形成し、補強金属材を分割した両樹脂枠
で挟むようにした構造も知られているが、樹脂枠が分割されていると、強度が低下し、ま
た取付作業も煩雑となる。
【０００７】
　本発明は前記課題を鑑みてなされたものであり、簡易な構造で断熱性及び強度の高い複
合サッシの枠体を提供することを目的とする。
【課題を解決するための手段】
【０００８】
　前記課題を解決するため、本発明に係る複合サッシの枠体は、上下枠及び左右の縦枠を
枠組みしてなると共に、各枠は金属枠の室内側露出部分を樹脂枠にて覆ってなり、内部に
内外障子を引き違い状に納める複合サッシの枠体において、
　前記上枠を構成する金属枠は前記外障子を案内する外レールを有し、前記上枠を構成す
る樹脂枠は、前記金属枠の内周面及び外レールの室内面を覆う一体形成された部材からな
ると共に、前記内障子を案内する内レールを有し、該内レールはレール空間部を備え、
　前記内レールのレール空間部には補強金属材が設けられ、該補強金属材は前記レール空
間部内に配置される補強部と、前記樹脂枠のうち前記金属枠の表面に当接する当接面部に
対して当接し、前記当接面部と共に前記金属枠に対してネジ止め固定される固定部とを有
してなることを特徴として構成されている。
【０００９】
　また、本発明に係る複合サッシの枠体は、前記樹脂枠は前記レール空間部と連続する連
続空間部と、該連続空間部と隔壁を介して隣接する枠空間部を備えてなることを特徴とし
て構成されている。
【００１０】
　さらに、本発明に係る複合サッシの枠体は、前記当接面部は前記連続空間部を形成する
壁部を構成することを特徴として構成されている。
【００１１】
　さらにまた、本発明に係る複合サッシの枠体は、前記当接面部は前記金属枠の内周面に
対して当接し、前記当接面部に対して当接する前記補強金属材の固定部は前記補強部に対
して直交することを特徴として構成されている。
【００１２】
　そして、本発明に係る複合サッシの枠体は、前記補強金属材の補強部は前記レール空間
部の幅より薄い板状に形成されると共に、長手方向に沿う突起状のリブを備えることを特
徴として構成されている。
【００１３】
　また、本発明に係る複合サッシの枠体は、前記補強金属材の補強部は前記レール空間部
を構成する内レールの室外壁に当接し、前記リブの先端部は前記レール空間部を構成する
内レールの室内壁に当接または近接することを特徴として構成されている。
【発明の効果】
【００１４】
　本発明に係る複合サッシの枠体によれば、内レールのレール空間部には補強金属材が設
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けられ、補強金属材はレール空間部内に配置される補強部と、樹脂枠のうち金属枠の表面
に当接する当接面部に対して当接し、当接面部と共に金属枠に対してネジ止め固定される
固定部とを有してなることにより、補強金属材は樹脂部材のみに当接して金属部材に対し
て固着されているので、補強金属材の断熱性を確保しつつ補強強度も大きくすることがで
き、かつ、一つの部品で構成される樹脂上枠に補強金属材を設けることができるので、上
枠の強度を確保し、取付の作業性も良好にすることができる。
【００１５】
　また、本発明に係る複合サッシの枠体によれば、樹脂枠はレール空間部と連続する連続
空間部と、連続空間部と隔壁を介して隣接する枠空間部を備えてなることにより、樹脂枠
が断面中空状に形成されていて、断熱性をより高くすることができる。また、補強金属材
が空間部内に配置されるので、意匠性も良好にすることができる。
【００１６】
　さらに、本発明に係る複合サッシの枠体によれば、当接面部は連続空間部を形成する壁
部を構成することにより、補強金属材の固定部を連続空間部内に配置することで、当接面
部との当接をなすことができ、補強金属材の形状を簡単にして、構造を簡易化することが
できる。
【００１７】
　さらにまた、本発明に係る複合サッシの枠体によれば、当接面部は金属枠の内周面に対
して当接し、当接面部に対して当接する補強金属材の固定部は補強部に対して直交するこ
とにより、金属枠の外周側、あるいは樹脂枠の内周側から補強金属材を容易にネジ止め固
定することができ、補強金属材の取付作業を容易にすることができる。
【００１８】
　そして、本発明に係る複合サッシの枠体によれば、補強金属材の補強部はレール空間部
の幅より薄い板状に形成されると共に、長手方向に沿う突起状のリブを備えることにより
、補強金属材の軽量化を図りつつ、リブが内レールの内面に当接することで、強度も十分
に確保することができる。
【００１９】
　また、本発明に係る複合サッシの枠体によれば、補強金属材の補強部はレール空間部を
構成する内レールの室外壁に当接し、リブの先端部はレール空間部を構成する内レールの
室内壁に当接または近接することにより、補強金属材が内レール内において室外寄りに配
置されて、断熱性をより高くすることができる。
【図面の簡単な説明】
【００２０】
【図１】本実施形態におけるサッシの縦断面図である。
【図２】サッシの横断面図である。
【図３】上枠付近の拡大縦断面図である。
【図４】上枠の内周面端部付近の拡大図である。
【図５】上枠ストッパーの取付構造の別の形態についての図である。
【図６】防火性を持たせた障子の縦断面図である。
【図７】外付けサッシの場合の上枠付近の拡大縦断面図である。
【図８】別の形態の補強金属材を有した外付けサッシの上枠付近拡大縦断面図である。
【発明を実施するための形態】
【００２１】
　本発明の実施形態について図面に沿って詳細に説明する。図１には本実施形態における
サッシの縦断面図を、図２にはサッシの横断面図を、それぞれ示している。これら各図に
示すように、本実施形態のサッシは、建物開口部に取付けられる枠体１内に内障子２と外
障子３を引き違い状に納め、さらに外障子３の室外側には網戸４を納めてなるものである
。また、枠体１は、外周面の室内外方向中間位置に、四周に渡るフィン部１ａを備えてお
り、このフィン部１ａが建物駆体に対して室外側から当接しビス止めされることにより固
定されている。すなわち、本実施形態のサッシは、半外付けサッシとして構成されている
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。
【００２２】
　枠体１は、上枠１０と下枠２０及び左右の縦枠３０、３０を方形状に枠組みしてなるも
のである。各枠材は複合材から構成されている。すなわち、金属材からなる金属上枠１１
、金属下枠２１、金属縦枠３１の各室内露出部分を、樹脂上枠１２、樹脂下枠２２、樹脂
縦枠３２で覆っている。これにより、枠体１の断熱性を高くすると共に、室内側から見た
意匠性も向上させている。
【００２３】
　内障子２と外障子３は、それぞれ上框４０と下框４１及び左右の縦框４２、４２を方形
状に框組みしてなる框体５内に複層ガラスからなるガラス体６を納めて構成されている。
框体５は、室外側に金属材を配し、室内側に樹脂材を配した複合材からなるものである。
すなわち、上框４０は、室外側の金属上框４０ａと、その室内面に取付けられる樹脂上框
４０ｂとから構成され、下框４１は、室外側の金属下框４１ａと、その室内面に取付けら
れる樹脂下框４１ｂとから構成され、縦框４２は、室外側の金属縦框４２ａと、その室内
面に取付けられる樹脂縦框４２ｂとから構成される。下框４１の下端部には、戸車４３が
設けられて、障子を下枠２０のレール上で走行自在となるようにしている。
【００２４】
　上枠１０の構成についてより詳細に説明する。図３には、上枠１０付近の拡大縦断面図
を示している。上枠１０は、前述の通り、室外側が金属上枠１１で構成され、その室内側
露出部分は樹脂上枠１２で覆われている。金属上枠１１は、断面中空状の金属枠本体１１
ａを備え、その室内側端部から外周側に向かって突出するフィン部１ａが形成されている
。
【００２５】
　金属枠本体１１ａの内周面側には、外障子３を案内する外レール１３の室外側を構成す
る外レール構成部１１ｂが突出状に形成されている。外レール構成部１１ｂの下端部は断
面略Ｌ字状となるように形成されており、外レール１３の室外面及び下端面を構成する。
また、金属枠本体１１ａの室内端部には、金属上枠１１の室内側内周面を構成する室内延
出部１１ｃが形成されている。そして、金属枠本体１１ａの室外面は、さらに下方に延出
されて室外面部１１ｄとされている。金属上枠１１のうち、金属枠本体１１ａの室内側面
及びそれと連続するフィン部１ａ及び室内延出部１１ｃが、建物駆体に沿うように取付け
られる。
【００２６】
　樹脂上枠１２は、全体が一体形成されてなる樹脂部材により構成されている。樹脂上枠
１２は、金属上枠１１の内周面を覆う断面中空状の樹脂枠本体１２ａを備えている。樹脂
枠本体１２ａには、室外端部に金属上枠１１の外レール構成部１１ｂの室内面を覆い、外
レール１３の室内側を構成する外レール室内部１２ｂが形成されている。外レール室内部
１２ｂは、断面中空状に形成されている。
【００２７】
　樹脂枠本体１２ａの外レール室内部１２ｂより室内側には、内周面から突出する内レー
ル１２ｃが形成されており、内障子２の上端部を案内する。内レール１２ｃには、室内壁
１２ｅと室外壁１２ｆが離隔して内部にレール空間部１２ｄが形成されている。レール空
間部１２ｄの上部は、樹脂枠本体１２ａの連続空間部１２ｈと連通し、連続空間部１２ｈ
とレール空間部１２ｄとで、断面略Ｌ次状の空間領域を形成している。また、連続空間部
１２ｈを形成する上面壁は、金属上枠１１の室内延出部１１ｃに対して当接する当接面部
１２ｇとなっている。
【００２８】
　樹脂枠本体１２ａは、連続空間部１２ｈの室内側と室外側にそれぞれ隔壁１２ｋを介し
て枠空間部１２ｉが形成されている。枠空間部１２ｉは、室外側には３つが並設されてい
る。このように、樹脂枠１２は断面中空状に形成されているので、断熱性の高い枠体１と
することができる。また、樹脂枠本体１２ａの室内端部は、下方に延出された断面中空状
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の室内面部１２ｊを有している。
【００２９】
　連続空間部１２ｈとレール空間部１２ｄとで断面略Ｌ字状をなす空間領域には、補強金
属材１４が設けられる。補強金属材１４は、レール空間部１２ｄ内に配置される補強部１
４ａと、連続空間部１２ｈ内に配置される固定部１４ｂとで、断面略Ｌ字状をなすように
形成されている。補強金属材１４は、上枠１０のうち、内障子２と外障子３が閉じた状態
における内障子２が配置される領域にのみ設けられる。
【００３０】
　補強金属材１４の補強部１４ａは、レール空間部１２ｄの幅よりも薄い板状に形成され
ており、室内側面には長手方向に沿って突起状のリブ１４ｃを複数備えている。補強部１
４ａはレール空間部１２ｄ内において室外寄りに配置されて、レール空間部１２ｄを構成
する室外壁１２ｆに当接し、リブ１４ｃの先端部はレール空間部１２ｄを構成する室内壁
１２ｅに近接する。また、リブ１４ｃの先端部が室内壁１２ｅに当接していてもよい。
【００３１】
　補強部１４ａの先端部に設けられたリブ１４ｃは、補強部１４ａ全体の強度を向上させ
ている。補強部１４ａの先端部より上方の中間位置に設けられたリブ１４ｃは、上框４０
の上端位置と略同じ高さにあって、上框４０が内レール１２ｃに衝突した際における強度
を向上させている。また、補強部１４ａの上端付近に設けられたリブ１４ｃは、樹脂枠本
体１２ａの内周面と略同じ高さにであって、内レール１２ｃの根元部分に位置しており、
内レール１２ｃにおいて荷重がかかるため、従来隔壁が設けられていた部分を補強してい
る。
【００３２】
　また、内レール１２ｃの室外壁１２ｆ内面には、微小な突起が２箇所に形成されており
、補強金属材１４が当接するようになっている。これにより、補強金属材１４をスライド
により内レール１２ｃの内部に挿入する際、摩擦を小さくして作業が容易となるようにし
ている。
【００３３】
　このように、金属材からなる補強部１４ａが内レール１２ｃ内に設けられているので、
内レール１２ｃの強度を大きくすることができ、また補強部１４ａが内レール１２ｃの室
外寄りに配置されていることで、内レール１２ｃの室内壁１２ｅの断熱性を高くすること
ができると共に、リブ１４ｃが設けられているので、強度も十分に確保することができる
。
【００３４】
　また、補強部１４ａの肉厚は、固定部１４ｂ側が厚く、先端側に向かって次第に薄くな
るように形成されている。すなわち、荷重がかかった場合に大きな力のかかる根元部分の
方が、先端部分よりも厚みが大きくなるように形成されており、これによって補強金属材
１４の強度を大きくしている。
【００３５】
　補強金属材１４の固定部１４ｂは、樹脂枠本体１２ａの当接面部１２ｇに対して当接し
た状態で、樹脂上枠１２と金属上枠１１に対してネジ止め固定されている。固定部１４ｂ
が直接接しているのは樹脂部材のみであり、一方で固定は金属部材に対してなされている
ので、補強金属材１４の固定強度を十分に確保しつつ、断熱性も同時に確保することがで
きる。
【００３６】
　補強金属材１４の固定は、金属上枠１１の外周面側から連続空間部１２ｈ内に向かって
ネジ止めすることによりなされる。ただし、樹脂上枠１２の内周面側からネジ止めするよ
うにしてもよい。
【００３７】
　このように、一体成形されてなる樹脂上枠１２のレール空間部１２ｄ及び連続空間部１
２ｈにより形成される空間領域に補強金属材１４が設けられ、この補強金属材１４は樹脂
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部材のみに当接して金属部材に対して固着されているので、補強金属材１４の断熱性が確
保され、かつ樹脂上枠１２が一つの部品で構成されるので、強度も確保できると共に、取
付の作業性も良好にすることができる。
【００３８】
　上枠１０に形成される内レール１２ｃの一方の端部には、内障子２を全開状態としたと
きに内障子２の上端部に当接し、框体５が枠体１に衝突しないようにするため、ブロック
状の上枠ストッパー１５が設けられる。図４には、上枠１０の内周面端部付近の拡大図を
示している。この図に示すように、上枠ストッパー１５は、内レール１２ｃと外レール１
３の間の領域にネジ止め固定される基部１５ａと、基部１５ａから室内側に突出し、内レ
ール１２ｃを跨ぐように取付けられるレール横断部１５ｂとを有している。このレール横
断部１５ｂが、内障子２の端部に当接自在となっている。
【００３９】
　レール横断部１５ｂを内レール１２ｃの位置に取付けるため、内レール１２ｃには切欠
１２ｍが形成される。図４の例では、内レール１２ｃのうち縦枠３０の内周面に隣接する
部分は残して、レール横断部１５ｂが配置される最小限の範囲のみを切り欠いて切欠１２
ｍを形成している。
【００４０】
　図５には、上枠ストッパー１５の取付構造の別の形態について示している。図５では、
上枠１０に上枠ストッパー１５を設ける点では図４と同様であるが、内レール１２ｃをレ
ール横断部１５ｂから縦枠３０の内周面に至るまで、全て切り欠いて切欠１２ｍを形成し
ている。この方が容易に加工することができる一方、そのままでは上枠ストッパー１５と
縦枠３０の内周面との間に、樹脂上枠１２の中空内部が露出することとなる。これは、内
レール１２ｃ内のレール空間部１２ｄと連続空間部１２ｈとの間が、隔壁等で仕切られて
いないためである。
【００４１】
　そこで、図５に示すように、上枠ストッパー１５のレール横断部１５ｂと縦枠３０の内
周面との間に、スポンジ材１６を設け、樹脂上枠１２の中空内部が直接露出しないように
している。
【００４２】
　本実施形態では、サッシにつき防火性を持たせるようにしてもよい。サッシの防火性は
、火事の際に樹脂部材が溶けて落ちた場合にも、障子やガラス体が脱落しないようにする
ことを言う。図６には、防火性を持たせた障子の縦断面図を示している。障子におけるガ
ラス体６の固定構造を改めて詳細に説明すると、上框４０と下框４１には、それぞれ内周
面にガラス体６を保持するための保持溝４０ｃ、４１ｃが形成されている。上框４０の保
持溝４０ｃは、室外側が金属上框４０ａにより、室内側が樹脂上框４０ｂにより、構成さ
れている。また、下框４１の保持溝４１ｃも、室外側が金属下框４１ａにより、室内側が
樹脂下框４１ｂにより、構成されている。
【００４３】
　ガラス体６は、室内ガラス６ａと室外ガラス６ｂとが、スペーサー部材６ｃを介して対
向配置され複層ガラスとして構成されている。その外周縁にはグレチャン７が設けられ、
このグレチャン７と共に框体５の保持溝４０ｃ、４１ｃに対して挿入され、ガラス体６が
固定される。
【００４４】
　この場合において、火事で樹脂部材が金属部材から落ちた場合、ガラス体６を保持する
保持溝４０ｃ、４１ｃの室内壁が失われるので、そのままではガラス体６が脱落する。こ
のため、金属上框４０ａには上落下防止材４３が、金属下框４１ａには下落下防止材４４
が、それぞれ取付けられる。
【００４５】
　上落下防止材４３は、薄板が屈曲状に形成されてなり、金属上框４０ａに対してネジ止
め固定される固定面部４３ａと、固定面部４３ａの室内端部において見付方向内側に向か
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う段差４３ｂと、段差４３ｂから室内側に向かって断面略Ｌ字状に伸びる室内保持部４３
ｃとを有している。室内保持部４３ｃは、グレチャン７の底壁及び室内面に沿うように形
成されており、樹脂上框４０ｂが失われた場合に、ガラス体６の室内面側を保持する。
【００４６】
　下落下防止材４４も、薄板が屈曲状に形成されてなり、金属下框４１ａに対してネジ止
め固定される固定面部４４ａと、固定面部４４ａの室内端部において見付方向内側に向か
う段差４４ｂと、段差４４ｂから室内側に向かって断面略Ｌ字状に伸びる室内保持部４４
ｃとを有している点では、上落下防止材４３と同様である。室内保持部４４ｃは、グレチ
ャン７の底壁及び室内面に沿うように形成されており、樹脂下框４１ｂが失われた場合に
、ガラス体６の室内面側を保持する。
【００４７】
　また、下落下防止材４４の室外側において、固定面部４４ａの室外端部から見付方向内
側に向かう段差４４ｄが形成され、さらに段差４４ｄから室外側に向かって伸びる室外保
持部４４ｅも形成されている。これにより、下落下防止材４４は、固定面部４４ａ及びそ
の周囲が断面略ハット状となるように形成されている。なお、下落下防止材４４は、一体
の部材でなくてもよく、少なくとも室外保持部４４ｅに相当する部分を有する部材を、室
内保持部４４ｃを有する部材と共に固定するようにしてもよい。
【００４８】
　火事の際、ガラス体６を構成する室内ガラス６ａと室外ガラス６ｂ及びスペーサー部材
６ｃが、熱により分離してしまうことが考えられ、この場合でも、室内ガラス６ａは下落
下防止材４４の室内保持部４４ｃにより保持され、また室外ガラス６ｂは下落下防止材４
４の室外保持部４４ｅと金属下框４１ａの室外面とにより保持されるので、ガラス体６の
脱落を防止することができる。
【００４９】
　樹脂部材が失われた場合における障子の枠体１からの脱落については、図１に示すよう
に、外障子３は上辺が金属上枠１１の外レール構成部１１ｂにより支持され、内障子２は
上辺が金属上枠１１に固定された補強金属材１４により支持される。また、図２に示すよ
うに、左右の縦枠３０、３０の内周面にそれぞれ形成される内周フィン３３、３３によっ
て、傾倒を防止することができ、さらには、内障子２と外障子３が閉じて施錠された状態
では、内障子２に設けられるクレセント４５と外障子３に設けられる係合金具４６とによ
って、一体化されており、いずれも枠体１から脱落することはない。
【００５０】
　本発明は、他の形態のサッシにも適用することができる。図７には、外付けサッシの場
合の上枠１０付近の拡大縦断面図である。図１～６で説明したサッシは、前述のように半
外付けサッシであるが、図７に示すサッシは、上枠１０の室内端部にフィン部１ａが形成
されており、図示しないが下枠２０及び縦枠３０についても同様である。したがって、枠
体１は室内端部が建物駆体に対して固着され、サッシ全体が建物開口部から室外側に張り
出すように設置されることとなる。
【００５１】
　外付けサッシでは、金属上枠１１の金属枠本体１１ａの室内端部にフィン部１ａが形成
され、金属枠本体１１ａの室外端部に室外面部１１ｄが形成され、金属枠本体１１ａの内
周面に外レール構成部１１ｂが形成されている。樹脂上枠１２は、金属枠本体１１ａのう
ち、外レール構成部１１ｂの室内面側と、それより室内側の金属枠本体１１ａ内周面を覆
うように形成されている。
【００５２】
　外付けサッシにおいても、樹脂上枠１２には、レール空間部１２ｄを有する内レール１
２ｃが形成され、レール空間部１２ｄは樹脂枠本体１２ａの連続空間部１２ｈと連通して
断面略Ｌ字状の空間領域を形成し、該空間領域には補強金属材１４が設けられる。補強金
属材１４は、レール空間部１２ｄに配置される補強部１４ａと、樹脂枠本体１２ａの金属
上枠１１と当接する当接面部１２ｇに対して当接し、樹脂上枠１２を介して金属上枠１１
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に対してネジ止め固定される固定部１４ｂとを有している。
【００５３】
　補強金属材１４の固定部１４ｂと樹脂上枠１２の当接面部１２ｇ及び金属上枠１１は、
上枠１０の内周側からネジ止め固定されている。そのため、樹脂上枠１２の内周面には、
ネジを挿入するための挿入孔１２ｎが形成されており、ネジ止めを行ったら、挿入孔１２
ｎを塞ぐようにキャップ１２ｐが取付けられる。これにより、金属上枠１１に強固に固定
された補強金属材１４により内レール１２ｃの強度を向上させつつ、金属部材とも断熱さ
せることができる。
【００５４】
　また、補強金属材１４の構成はこれまで説明したものには限られない。図１～７で説明
した補強金属材１４は、固定部１４ｂが補強金属材１４の上端から室内側に向かって伸び
ているが、固定部１４ｂは室外側に伸びていてもよい。図８には、別の形態の補強金属材
１４を有した外付けサッシの上枠１０付近拡大縦断面図を示している。
【００５５】
　図８に示すように、補強金属材１４の固定部１４ｂを、補強部１４ａの上端から室外側
に向かって伸びるように形成した場合、連続空間部１２ｈは、レール空間部１２ｄから室
外側に向かうように形成されており、固定部１４ｂが金属上枠１１に対して当接する樹脂
枠本体１２ａの当接面部１２ｇに当接し、ネジ止め固定される。なお、樹脂枠本体１２ａ
の構成を図７と同様にし、連続空間部１２ｈを構成する隔壁１２ｋに、固定部１４ｂを挿
通させる切欠を設けてもよい。
【００５６】
　以上、本発明の実施形態について説明したが、本発明の適用は本実施形態には限られず
、その技術的思想の範囲内において様々に適用されうるものである。例えば、本実施形態
では、樹脂上枠１２の中空内部に補強金属材１４が配置されているが、樹脂上枠１２のレ
ール空間部１２ｄや連続空間部１２ｈは、必ずしも閉じた中空状でなくてもよく、一部が
開放した空間部として構成されていてもよい。
【００５７】
　また、補強金属材１４の構成としては、本実施形態では補強部１４ａと固定部１４ｂと
で断面略Ｌ字状をなすように形成しているが、内レール１２ｃと連続空間部１２ｈの構成
に応じて、補強部１４ａと固定部１４ｂが一直線状をなすように形成されていてもよいし
、また断面Ｔ字状等の形状をなしていてもよい。
【００５８】
　さらには、サッシの構成も本実施形態には限られず、例えば枠体内に２枚の内障子と２
枚の外障子を設けた４枚引きサッシであってもよい。この場合、内障子と外障子が閉じた
状態で、２枚の内障子が枠体の中央部に配置され、２枚の外障子がそれぞれ枠体の両端部
に配置されるのが一般的であり、このとき、補強金属材は内レールのうち一方の縦枠側端
部から２枚の内障子が配置された領域に渡って設けられる。
【符号の説明】
【００５９】
　　１　　枠体
　　２　　内障子
　　３　　外障子
　　５　　框体
　　６　　ガラス体
　　７　　グレチャン
　１０　　上枠
　１１　　金属上枠
　１２　　樹脂上枠
　１２ａ　樹脂枠本体
　１２ｃ　内レール
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　１２ｄ　レール空間部
　１２ｇ　当接面部
　１２ｈ　連続空間部
　１３　　外レール
　１４　　補強金属材
　１４ａ　補強部
　１４ｂ　固定部
　２０　　下枠
　３０　　縦枠

【図１】 【図２】
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【図３】 【図４】

【図５】 【図６】
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